
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
片封止あるいは両端開放の筒状体からなり、該筒状体の内周面と端面のシール面に耐プラ
ズマ性の被膜を備えるとともに、外周面に上記筒状体のシール面とは異なる高さの突起部
が形成されていることを特徴とする耐プラズマ性部材。
【請求項２】

この突起部にも耐プラズ
マ性被膜を備えたことを特徴とする請求項１記載の耐プラズマ性部材。
【請求項３】
上記耐プラズマ性被膜が、炭化珪素、炭化硼素、窒化珪素、窒化アルミ、ＹＡＧ、ＭｇＡ
ｌ２ Ｏ４ 等の一種以上で構成されたことを特徴とする請求項１又は２に記載の耐プラズマ
性部材。
【請求項４】
片封止あるいは両端開放の筒状体の外周面に突起部を形成し、この突起部を筒状の支持部
材の上面に載置した状態で、上記筒状体の内周面および端面のシール面に耐プラズマ性被
膜を形成することを特徴とする耐プラズマ性部材の製造方法。
【請求項５】
上記突起部上に更に支持部材と他の筒状体を積層し、複数の筒状体に同時に耐プラズマ性
被膜を形成することを特徴とする請求項４に記載の耐プラズマ性部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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上記突起部はシール面の外周側から連続的に傾斜する面を有し、



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フッ素系や塩素系や臭素系や酸素系や水素系ガスを用いたドライエッチング装
置及び磁界や高周波誘導により高密度プラズマを用いたドライエッチング装置の内壁部材
であるドームやチャンバーやリング、またＥＣＲ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏ
ｎ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）－ＣＶＤ装置の反応容器であるチャンバー、さらにＡｒＦやＫ
ｒＦエキシマレーザーの発光管の内壁部材、被処理物を支持する支持体などの治具として
使用される半導体製造装置や液晶製造装置の耐プラズマ性や半導電性が必要とされる部材
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
半導体メモリーＤＲＡＭの高集積化技術は３年を１世代として、デザインルールを各世代
ごとに０．６～０．７倍に微細化し、ウェハー面積を各世代毎に１．３倍拡大することに
より、量産性を向上させてきている。
【０００３】
半導体のメモリー線幅の微細化のために、露光装置で使用する波長を短くすることが必要
となると共に、アスペクト比の高いエッチングが必要となる。この高いアスペクト比のエ
ッチングを行うために、高密度プラズマが使用されつつある。高密度プラズマにおける物
理的かつ化学的なエッチングによるパーティクルや不純物の発生を防止するために、プラ
ズマに暴露される部材に対し耐プラズマ性や高純度化が要求されている。
【０００４】
従来は半導体製造装置のドライエッチング装置やＥＣＲプラズマＣＶＤ装置のプラズマ照
射部となるチャンバーやドームの内壁部材には高純度のＳｉＯ２ 　 石英ガラス材やポリシ
リコン、またエキシマレーザー発光管のプラズマ照射部となる内壁部材には高純度ＳｉＯ

２ 　 石英ガラス材が採用されていた。
【０００５】
また、半導体製造装置内でウェハーを支持固定するハンドリング治具やサセプターやヒー
ター用の材料としてはアルミナ焼結体、アルミナと炭化チタン複合セラミックスやサファ
イヤ、窒化アルミニウム焼結体、またはＣＶＤ等の方法によりこれらの表面被膜を形成し
たもの、具体的には炭化珪素焼結体にＣＶＤ法で炭化珪素膜を被膜したものや安価なセラ
ミックス焼結体にＤＬＣ（ＤｉａｍｏｎｄＬｉｋｅ　Ｃａｒｂｏｎ）を被膜したものが使
用されている。
【０００６】
半導体メモリー製造におけるプラズマプロセスでは、フッ素系や塩素系や臭素系や酸素系
や水素系ガスが使用される。これらのガスは単体あるいは混合して使用され、半導体素子
のエッチングや装置のクリーニングに利用されている。
【０００７】
これらの腐食性ガスに接触する部材は、高い耐プラズマ性、低パーティクル、高純度化が
必要とされている。また高周波誘導を用いた高密度ドライエッチング装置では内壁材に高
周波の透過や吸収をコントロールするために内壁材と外壁材との間に導電性の変化を持た
せる等の方法が提案されており、これらを兼ね備えた各種材料が検討されている。
【０００８】
具体的にはＳｉ酸化膜のエッチングでは材料の高純度化と耐プラズマ性向上を目的として
、原材料を高純度化し、低ＯＨ基化を行った純度９９．９９％を用いたＳｉＯ２ 　 石英ガ
ラスや結晶質の石英が採用されてきている。
【０００９】
しかし、従来から使用されてきたガラスや高純度ＳｉＯ２ 　 石英ガラス材ではプラズマ中
での耐プラズマ性が不十分で消耗が激しく、特にフッ素あるいは塩素プラズマに接すると
その接触面がエッチングされ、表面性状の変化や酸素の解離により、エッチング条件が変
化する等の問題が生じていた。
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【００１０】
そこで、アルミナや窒化アルミや炭化珪素や窒化珪素やＭｇＡｌ２ 　 Ｏ４ 　 やＹＡＧ等の
セラミックス材料は従来の石英ガラスと比較して耐プラズマ性に優れていることから、半
導体製造装置の各種プロセスで使用されてきている。これらのセラミックス材料の特徴を
生かし、より優れた耐プラズマ性や高純度化を実現するための方法が検討されている。そ
の方法の一つとして特開平１－２５２５８０では炭化珪素を緻密なカーボン容器中で焼成
する方法が紹介されている。また、より高いレベルの高純度化を行うために、同材質や比
較的熱膨張の近い材料の基体表面にＣＶＤやＰＶＤ等の方法により高純度化膜を成膜する
方法が提案されている。中でも高純度化を狙って、高純度炭化珪素に炭化珪素ＣＶＤを施
すという内容が特公平７－８８２６５に開示されている。
【００１１】
また、フッ素や塩素系プラズマに対して耐プラズマ性に優れる周期律表第３ａ族元素を主
成分とするセラミックス材料とすることが特開平９－２９５８６３号に提案され、周期律
表第３ａ族元素とＡｌやＳｉの複合酸化物を主成分とするセラミックス材料を使用するこ
とが特開平１０－４５４６７号に提案され、その材料の不純物を０．１重量％以下とする
高純度化が特願平９－３２８４４９で提案されている。また、周期律表第２ａ，３ａ族の
複合酸化物を使用することが特開平１０－４５４６１で提案されている。更に、第２ａ，
３ａ，３ｂ族の複合酸化物を使用した例が特開平１０－６７５５４で提案されている。よ
り具体的には、耐プラズマ性に優れるＹＡＧを使用した部材が特願平９－４２６０４で提
案されている。現在、さらに化学的に安定である共有結合性の高い窒化珪素や炭化珪素、
炭化硼素の適用が進められている。
【００１２】
ところで、アルミナやＭｇＡｌ２ 　 Ｏ４ 　 やＹＡＧの酸化物セラミックス、炭化珪素や炭
化硼素の炭化物セラミックス、窒化珪素や窒化アルミの窒化物セラミックスなどの各材料
は従来の石英ガラスと比較して耐プラズマ性に優れるものの、純度面では高純度石英ガラ
スに劣り、高温でプラズマと接すると腐食が徐々に進行して、焼結体の表面で起こる選択
的なエッチングで取り残された粒界や結晶粒子の脱落が起こり、パーティクル発生の一因
となる問題が懸念されている。
【００１３】
パーティクルはイオン衝撃などの物理的な作用により発生したり、あるいは化学的な気相
反応で生成した反応生成物が解離や再解離を繰り返すことにより発生し、メタル配線の断
線や短絡、パターン欠陥を発生させ、半導体素子の劣化や歩留まりの低下を引き起こすば
かりか、半導体メモリーの高集積化の大きな障害となっている。特に、ドライエッチング
プロセスではパーティクル発生が最大のトラブル原因となっており、パーティクルが一度
発生すると、真空を開放してドームやチャンバーの中を拭き取り洗浄する作業が必要とな
り、多大な工数的なロスが発生していた。
【００１４】
従って、前述のようなセラミックス耐プラズマ材においても、メモリー線幅０．２５μｍ
以下の高集積化には不十分となってきており、満足しうる耐プラズマ性が達成されず、パ
ーティクル等の問題が残っている。この問題解決には腐食性ガスのプラズマが作用する表
面を耐プラズマ性に優れる低欠陥で高純度の均一な被膜で形成する方法が有効であり、高
純度炭化珪素の上に炭化珪素ＣＶＤ膜を形成する方法が提案されている。
【００１５】
一方、高周波誘導型の高密度プラズマにおいては異なる周波数の高周波を導入し、片方の
高周波は透過し、もう一つの高周波は遮断するためにドームやチャンバーやリングの内壁
部材に導電性の変化を付与するような複層構造のドームやチャンバー、リングが要求され
ている。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
これらの部材としては、筒状体の内周面と端面に耐プラズマ性の被膜を形成したものが求
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められている。
【００１７】
ところが、これらの部材の内周面と端面に耐プラズマ性被膜を形成することは、被膜が均
一に形成出来ない、内周面と端面の境界から被膜の剥離が生ずるなどの不都合があり、ま
た効率良く被膜を形成することが困難であった。
【００１８】
本発明者は上記事情に鑑み、耐プラズマ性や抵抗値異なる導電材の複層化が必要とされる
片封止円筒ドーム形状や両端開放円管リング形状をした基体のプラズマ中に暴露される主
たる表面及びプラズマシール面が前記特性に優れた被膜で形成された複層構造の耐プラズ
マ性部材を製作するに当たり、製品のプラズマ中に暴露される部分及びプラズマシール面
部分の被膜が均一に形成でき、かつ製品の周縁部での剥離が起こりにくい安定した特性を
示す製品形状と複数個の製品に安定して被膜を形成できる製造方法を見いだした。
【００１９】
さらにプラズマ雰囲気への不純物混入を防止し、高清浄状態に保持するにはプラズマ暴露
面に加えてプラズマシール面を高純度化しておく必要がある。プラズマシール面に高純度
で耐プラズマ性に優れた被膜を形成した状態で、かつシールのための加圧力点との位置関
係を適正に設定することにより、プラズマ雰囲気の高清浄化が達成され、不純物の混入を
防止することができる。
【００２０】
本発明は、上記知見に基づいて完成されたものであり、その目的はプラズマに暴露される
面やプラズマシール面からのパーティクルが発生せず、高純度で優れた耐プラズマ性を達
成する被膜を形成した長期信頼性の複層構造の耐プラズマ性部材や、部分的に抵抗値の異
なる導電材の複層構造を持つ耐プラズマ性部材を提供することにある。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
本発明の複層構造の耐プラズマ性部材は、片封止あるいは両端開放の筒状体からなり、該
筒状体の内周面と端面のシール面に耐プラズマ性の被膜を備えるとともに、外周面に

【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図によって説明する。
【００２３】
図１（Ａ），（Ｂ）は片封止円筒ドーム形状の平面図と断面図、図１（Ｃ），（Ｄ）は両
端開放円管リング形状の平面図と断面図を示しており、筒状体１（図１（Ｂ）では片側封
止部１ａと一体）は、内周面２、外周面３、突起部４、端面（シール面）１０を有し、内
周面２とシール面１０に耐プラズマ性の被膜９を備えている。両者とも内周面２がプラズ
マに暴露される領域であり、プラズマ雰囲気のシール面１０より外周側で、かつプラズマ
シール面と異なる高さを持つプラズマに暴露されない外周面３に突起部４を有している。
この突起部４は、詳細を後述するように成膜時の支持に使用され、かつ装置に取付ける時
にはシール用の弾性部材が挿入可能である。
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上記
筒状体のシール面とは異なる高さの突起部が形成されていることを特徴とする。
　また、上記突起部はシール面の外周側から連続的に傾斜する面を有し、この突起部にも
耐プラズマ性被膜を備えたことを特徴とする。
　さらに、上記耐プラズマ性被膜が、炭化珪素、炭化硼素、窒化珪素、窒化アルミ、ＹＡ
Ｇ、ＭｇＡｌ２ Ｏ４ 等の一種以上で構成されたことを特徴とする。
　一方、本発明の耐プラズマ性部材の製造方法は、片封止あるいは両端開放の筒状体の外
周面に突起部を形成し、この突起部を筒状の支持部材の上面に載置した状態で、上記筒状
体の内周面および端面のシール面に耐プラズマ性被膜を形成することを特徴とするもので
ある。
　上記突起部上に更に支持部材と他の筒状体を積層し、複数の筒状体に同時に耐プラズマ
性被膜を形成することを特徴とするものである。



【００２４】
この筒状体１は、炭化珪素、炭化硼素、窒化珪素、窒化アルミ、ＹＡＧ、ＭｇＡｌ２ 　 Ｏ

４ 　 等を焼成させて作製し、ＣＶＤによって、炭化珪素、炭化硼素、窒化珪素、窒化アル
ミ、ＹＡＧ、ＭｇＡｌ２ 　 Ｏ４ 　 等の体プラズマ性被膜９を基体表面に形成する。
【００２５】
基体のＣＶＤ装置への設置方法を図２（　Ａ）　および（　Ｂ）　に示す。ＣＶＤ装置の
製品支持台７上に円筒状の支持部材５を設置し、筒状体１の突起部４を支持部材５に当接
させて支持し、さらに筒状体１の突起部４上に２個目の支持部材５、さらにその上に２個
目の筒状体１を置き、その筒状体１の突起部４を支持部材５で支持することを繰り返し、
複数の基体を段積みして、ＣＶＤ装置反応容器の中に配置する。
【００２６】
前記のように筒状体１に突起部４を設けて支持部材５で支持することにより複数の筒状体
１を上下方向に段積みして効率良く成膜することが可能となり、内周面２とシール面１０
の両方に均一に成膜することができる。また支持部材５の実支持部６は突起部４と全面接
触するよりも、不連続先接触又は不連続点接触としておくことが好ましい。
【００２７】
図１、図２の突起部４はシール面１０の外周側に段差を形成した形で構成されている。段
差の形成理由はシール面１０を高純度のＣＶＤ膜で形成するためである。図１、図２では
シール面１０と突起部４に段差を形成しているが、図３に示すようにシール面１０にシー
ルのための平面部を残し、連続的に傾斜する形状でも、目的を達成できる。
【００２８】
図１と同様に図３（　Ａ）　，（　Ｂ）　は片封止円筒ドーム形状の平面図と断面図、図
３（　Ｃ）　，（　Ｄ）　は両端開放円管リング形状の平面図と断面図を示しており、筒
状体１（図３（　Ｂ）　では片側封止部１ａと一体）は、内周面２、外周面３、突起部４
、端面（シール面）１０を有し、内周面２とシール面１０に耐プラズマ性の被膜９を備え
ている。つまりプラズマ雰囲気シール面１０の平面部でシールし、その平面部より外周側
で、かつ平面部と異なる高さの位置を持つ突起部４であることが重要な条件である。
【００２９】
図４（　Ａ）　，（　Ｂ）　は上記筒状体１を装置に取り付けた様子を示している。そし
て図４（　Ａ）　，（　Ｂ）　に示すように装置取付時にはシール面１０上に位置し、支
持部材５の当接位置よりも内周側に位置する加圧力点１１より加圧するように設定し、さ
らに突起部４の位置する箇所に弾性部材１４を挿入することにより高い気密性を確保する
と共に、被膜９が形成された内周側プラズマシール面側から強固に固定することができる
。従って、プラズマに曝される雰囲気を清浄に保つことができる。
【００３０】
成膜用突起部４に当接する支持部材５の当接位置より内周側の領域はプラズマ発生雰囲気
のシール面として利用可能である。成膜用突起部４と支持部材５の当接位置をシール面１
０を固定する加圧力点１１よりも外周側へ位置させることにより、全面に被膜が形成され
たシール面１０となり、そして少なくとも支持部材５当接面の位置より外周側にシール用
の弾性部材１４を配置後、シール面１０を固定することにより、被膜が形成された内周側
プラズマシール面側から強固に固定することができる。従ってプラズマに曝される雰囲気
を清浄に保つことができる。
【００３１】
さらに、被膜９が形成される内周面２とシール面１０が交わる周縁部１３に２０μｍ以上
のＣ面あるいはＲ面を形成したことにより、周縁部１３で発生しやすい被膜剥離を防止す
ることができる。
【００３２】
続いて、本発明の製法を詳細に説明する。
【００３３】
本発明の耐プラズマ性部材は、炭化珪素焼結体及び炭化硼素焼結体の筒状体１の表面に炭
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化珪素、炭化硼素の被膜を形成したものであって、これにより減圧下でフッ素系又は塩素
系、臭素系、酸素系、水素系の単体あるいは混合ガスにマイクロ波や高周波電圧を印可す
ることでプラズマ化された状態であっても優れた耐プラズマ性が達成される。フッ素系ガ
スにはＳＦ６ 　 、ＣＦ４ 　 、ＣｌＦ３ 　 、ＨＦ、ＮＦ３ 　 等があり、塩素系ガスにはＣｌ

２ 　 、ＢＣｌ３ 　 、ＨＣｌ等があり、上記ガスに酸素や水素及びその化合物が混合された
ものである。
【００３４】
被膜を形成する手段は、公知の成膜技術、たとえばＣＶＤ法を用いれば良く、炭化珪素の
場合にはＣＨ３ 　 ＳｉＣｌ３ 　 原料ガス、炭化硼素の場合にはＢＣｌ３ 　 とＣ６ 　 Ｈ６ 　

混合原料ガスを基体を配置した反応容器内に導入し、エネルギー源として熱を加えて化学
反応を起こさせて、それぞれの膜を基体表面に形成する。この時に加える熱は化学反応を
引き起こし、膜質、結晶方位を制御するために、その温度は１０００度を超え、１５００
度に至る場合もある。このような高温条件下で被膜形成が行われるために、筒状体体１と
被膜９は同一材質で構成することが好ましく、異材質を用いる場合には両者の熱膨張係数
が近い値を持ち、さらにはその間に中間層を設けて、被膜の残留応力を小さくし、さらに
被膜に圧縮の残留応力が残る組合せが好ましい。
【００３５】
上述のＣＶＤ法を用いて、片封止円筒ドーム形状や両端開放円管リング形状の筒状体１の
プラズマ中に暴露される主たる表面及びプラズマ発生雰囲気のシール面１０に前記特性に
優れた被膜９を形成する際に、筒状体１のシール面１０より外周側で、かつ異なる高さを
持つプラズマ中に暴露されない面に成膜用の突起部４を形成し、筒状体１の突起部４に当
接する支持部材５が不連続線接触、不連続点接触となるように設置し、支持部材５の曲げ
強度を２０ＭＰａ以上のカーボン材とすることにより、解体性に優れた段積み可能な製造
方法を実現できる。
【００３６】
以上述べた形態および製法により、腐食ガスのプラズマに対して優れた耐プラズマ性、低
パーティクル性を可能とし、長時間の寿命が実現可能な耐プラズマ性部材を提供すること
ができる。
【００３７】
本発明の耐プラズマ性部材を応用したエッチング装置を図５に示す。チャンバー２１内で
、下部電極２３上にウェハー２４を載置してクランプリング２２で押さえ、外部に高周波
コイル２５を備えた構造となっている。このうち、チャンバー２１に上述した本発明の耐
プラズマ性部材を使用することができる。
【００３８】
【実施例】
実施例１
本発明実施例として図１に示すものを作製した。筒状体１の概略寸法は図１（　Ａ）　，
（　Ｂ）　の片封止円筒ドームの突起部４を含む最大外径が３８０ｍｍ、突起部４を除い
た外周面３の外径が３５０ｍｍ、内周面２の内径が３２０ｍｍ、全高６５ｍｍ、内径側の
深さ５０ｍｍ、図１（　Ｃ）　，（　Ｄ）　の両端開放円管リングの突起部４を含む最大
外径が３８０ｍｍ、突起部４を除いた外周面３の外径が３５０ｍｍ、内周面２の内径が３
２０ｍｍ、全高が５０ｍｍである。
【００３９】
筒状体１は炭化珪素、炭化硼素で作製した。炭化珪素焼結体は純度９９．５％のα型炭化
珪素粉末に炭化硼素を０．６重量％、炭素源２重量％添加して、ＣＩＰ成形を行い、非酸
化雰囲気中２０６０℃で焼成した。一方、炭化硼素焼結体の基体はホットプレスを用いて
焼成した。具体的には純度９９．９％炭化硼素粉末に少量の硼素を添加した原料をカーボ
ン型に入れて、焼成温度２２００℃、成形圧力２００Ｋｇ／ｃｍ２ 　 の条件で焼成を行っ
た。
【００４０】
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支持部材５の材料に、曲げ強度が５０ＭＰａ、４０ＭＰａ、３０ＭＰａ、２０ＭＰａ、１
０ＭＰａの高純度カーボンを使用した。一方、支持部材５の実支持部６と突起部４の接触
状態が全周面接触、不連続面接触、不連続線接触、不連続点接触となるものを用意した。
【００４１】
全周面接触の支持部材５は外径３８０ｍｍ、内径３６０ｍｍ、実支持部６の幅は１０ｍｍ
、高さは片封止円筒ドーム形状用に１２５ｍｍと両端開放円管リング形状用に１００ｍｍ
である。支持部材５の高さ方向にはガスの流れをスムーズにするための開口部８が形成さ
れている。不連続面接触の支持部材５は全周面接触とほぼ形状は同じであるが、実支持部
６の幅は１０ｍｍのままで、円周方向に１６分割した円弧の長さの実支持部６を円周方向
に均等に４箇所配置し、実支持部６以外の部分には高さ方向に５ｍｍの切り込みを入れた
ものである。不連続線接触の支持部材５の実支持部６の円周方向の配置は不連続面接触に
同じで、実支持部６の幅方向に半径Ｒ５加工を施したものである。不連続点接触の支持部
材５は円周方向に均等に４分割する位置に半径Ｒ５の半球形状の突起を配置したものであ
る。
【００４２】
以上の支持部材５の曲げ強度と接触状態の組合せでＣＶＤ装置の反応容器内に４段の段積
みをし、１２００℃の温度条件下で減圧状態にし、炭化珪素の場合にはＣＨ３ 　 ＳｉＣｌ

３ 　 原料ガス、炭化硼素の場合にはＢＣｌ３ 　 とＣ６ 　 Ｈ６ 　 混合原料ガスを反応容器内
に導入し、エネルギー源として前記の熱を加えて化学反応をさせることにより、それぞれ
の膜を筒状体表面に被膜厚み４００μｍとなるように形成した。
【００４３】
所定の成膜終了後、反応容器を開放して段積みした筒状体１と支持部材５の解体を行った
結果、炭化珪素焼結体基体上に炭化珪素の被膜、炭化硼素焼結体基体上に炭化硼素の被膜
をした場合も材質によらず、実支持部６の接触状態と支持部材５の材質強度で解体性及び
実支持部６の変形、支持部材５の破損が決定される結果を示した。その実支持部６の接触
状態と支持部材５の強度でまとめた結果を表１に示す。
【００４４】
全周面接触した支持部材５を用いた場合、突起部４と支持部材５を容易に解体することが
できず、支持部材５の突起部４側を切断して解体するという大掛かりな作業を必要とした
。不連続面接触の場合は全周面接触と比べて、切断作業はし易くなったものの、大掛かり
な切断作業を無くすには至らなかった。これに対し不連続線接触、及び不連続点接触構造
を持った支持部材５の場合、軽い衝撃を与える事で支持部材５と突起部４を分離する事が
でき、解体作業を容易にすることができた。しかしながら不連続線接触、不連続点接触の
場合、支持部材５の強度が１０ＭＰａと低い場合は、高温での実支持部６の変形が発生し
、解体性の劣化、及び解体時に与える衝撃で支持部材５の破損が発生し、支持部材５の繰
り返し使用に対しても追加工することが必要となった。
【００４５】
したがって、支持部材５の突起部４側の実支持部６を不連続線接触、不連続点接触とする
ことで、ＣＶＤ成膜後の突起部４と支持部材５の解体性が大幅に改善でき、支持部材５の
曲げ強度を２０ＭＰａ以上とすることで、筒状体１の段積み成膜時の高温クリープによる
変形を防止することができ、良好な解体性と支持部材５の繰り返し利用性を可能とするこ
とができる。
【００４６】
【表１】
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【００４７】
実施例２
実施例１で示した片封止円筒ドーム形状の炭化珪素焼結体からなる筒状体のプラズマ雰囲
気シール面の周縁部１３のＣ面及びＲ面を１０μｍ、２０μｍ、４０μｍ、６０μｍ、８
０μｍ、１００μｍとして、突起部４を不連続点接触の曲げ強度５０ＭＰａのカーボン支
持部材５を用いて、４００μｍ厚みの炭化珪素被膜をＣＶＤ法で形成した製品を各５個製
作した。成膜後解体及びシール面の研磨加工後の周縁部１３の被膜剥離を確認した。表２
にその結果を示す。周縁部１３のＣ面及びＲ面を１０μｍとした時の製品に被膜の剥離が
見られる。炭化珪素焼結体の周縁部１３は被膜形成時に厚く成膜されることから、成膜時
の膜応力の影響による剥離、成膜後の解体時の衝突による剥離、また研磨加工時に研削砥
石と被膜９面である被加工面が離れるときに発生する加工欠陥によるものが見られた。
【００４８】
このように、周縁部１３に２０μｍ以上のＣ面もしくはＲ面を形成した場合、膜応力や衝
突や加工時の衝撃による被膜剥離を防止することができた。
【００４９】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５０】
実施例３
実施例１及び２と同時に作成した４００μｍの被膜を形成した３０ｍｍ角で３ｍｍ厚みの
試験片を準備して耐プラズマ性の評価を行った。ＲＩＥ装置の試料台を冷却することによ
り、試験片の冷却を行いながら、Ｃｌ２ 　 ガスプラズマによる腐食試験を実施した。比較
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として従来から使用されているアルミナセラミックスも同時に評価を行った。表３にアル
ミナセラミックスの腐食率を基準として、炭化珪素試験片に炭化珪素ＣＶＤ膜、炭化硼素
試験片に炭化硼素ＣＶＤ膜の腐食率の比率を示す。前記ＣＶＤ被膜を形成した製品は従来
のアルミナセラミックスと比較して１／４０～１／５０の低い腐食率を実現できている。
【００５１】
【表３】
　
　
　
　
　
　
【００５２】
以上、本実施例では炭化珪素焼結体、炭化硼素焼結体の基体上にＣＶＤ法により炭化珪素
、炭化硼素の被膜を形成した例について述べてきたが、本発明の突起部４を設けた基体形
状や支持部材形状は窒化珪素、窒化アルミやＹＡＧ及びＭｇＡｌ２ 　 Ｏ４ 　 等の耐プラズ
マ性に優れた絶縁材料で構成された基体にその被膜を形成した部材にも適用することが可
能なものである。炭化珪素や炭化硼素の場合には基体に高純度カーボンを用いることも可
能であるが、この場合には基体側カーボンが支持部材側カーボンより高強度な材料組合せ
とする必要がある。基本的には同一材料の基体と被膜で構成するべきであるが、異材料を
組み合わせる場合には、基体と被膜の間にその中間の熱膨張係数を持つ中間層を形成して
、基体と被膜の密着力を向上させる方法を採用することも可能である。
【００５３】
また、本発明の支持部材では一体型の形状を示したが、重要な点は基体突起部に損傷を与
えること無く、基体との解体性を向上させることであり、支持部材と基体突起部の接触面
が不連続線接触、不連続点接触で構成されたものであり、一体型に捕らわれるものでは無
い。
【００５４】
【発明の効果】以上詳述した通り、本発明に 成膜作業での多数個取りを可能とし
て、被膜剥離の少ない製品を、安定して提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の耐プラズマ性部材を示しており、（　Ａ），（　Ｃ）　は平面図、（　
Ｂ），（　Ｄ）　は断面図である。
【図２】（Ａ）（Ｂ）は本発明の耐プラズマ性部材に被膜を形成するために、ＣＶＤ装置
へ設置する際の各部材の配置図である。
【図３】本発明の他の実施形態を示しており、（　Ａ），（　Ｃ）　は平面図、（　Ｂ）
，（　Ｄ）　は断面図である。
【図４】（　Ａ），（　Ｂ）　は本発明の耐プラズマ性部材を半導体製造装置へ設置した
際の概略図である。
【図５】本発明の耐プラズマ性部材を用いる半導体製造装置の概略図である。
【符号の説明】
１　　：筒状体
１ａ：片側封止部
２　　：内周面
３　　：外周面
４　　：突起部
５　　：支持部材
６　　：実支持部
７　　：支持台
８　　：開口部
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９　　：被膜
１０：端面（シール面）
１１：加圧力点
１３：周縁部

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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